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報 告

試行的実施事業によるスクールソーシャルワーカー

　　　　　　　　　　　　　　の活動報告

一スクールソーシャルワーカーの活用に向けて一

田代　信久1），堀口　寿広2）
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〔論文要旨〕

　自治体が研究事業として試行的に実施したスクールソーシャルワーカー（SSW）の活動状況をまとめ，

勤務した経験を踏まえて今後SSWを活用していくための提案を行った。1年間の利用者は17件でのべ

36件の面接を行い，16件（94％）が小学生で，12件（71％）で相談内容に発達障害の関連が推測され

た。SSWとして相談を終結したものは1件（5％）あった。活動の指標として稼働率を試算したとこ

ろ20％であった。子どもたちを支える社会資源としてSSWを活用するためには，複数の相談経路の確保

職務内容や立場の明確化，発達障害の知識が不可欠と考えた。

Key　words：スクールソーシャルワーカー，相談連携

1．はじめに

　学校での相談担当者としてスクールカウン

セラー（以下，SC）は，平成20年現在全国で約

1万2千の小中学校に配置されている1）。しか

し，SCは相談室で教員と一線を画した活動を

行い2＞来談者の「こころ，たましいへの畏敬の

念」を持つ存在であることが重視されてきた3・　4）

ようである。結果として，学校内での連携が十

分に行われず，SCの指揮監督権を持つはずの

学校長が相談件数や活動方針など相談活動の実

施状況を把握していない事例5＞も指摘されてい

る。逆にSCが学校の側に立ち，虐待など家庭

の問題に気づくことのできなかった事例6）も報

告されている。

　また，特別支援教育コーディネーター（以下，

CD）は，全国の公立小学校の93％（18年度）で

指名されている7）。CDの役割は，子どもとそ

の家族が特別支援教育を利用するに際して学内

外の諸機関との関係を調整することであるが，

公立小学校で専門家チームの活用が33％7）とい

う現状から，学校と地域社会の連携が十分にな

されているとは言いがたい。福祉的な視点から

家族支援や関係機関との連携を実施するため，

教育現場へのソーシャルワークの導入が期待さ

れているのであるa8．9＞。

　スクールソーーシャルワーカー（school　social

worker：以下，　SSW）は，アメリカのセッル

メンツで，生活に困窮する家庭の子どもたちに

教育の機会を保障する活動から誕生した。現在，

アメリカに加えて，カナダ，香港韓国などで

設置されている10・11）。SSWの日本での配置は昭

和56年の所沢市を噛矢としている11）。SSWに

ついて厚生労働省は児童虐待への対応に有効と
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し，財務省の提案により約15億円の予算が計上

され平成20年に合計141地域でのモデル事業が

計画された9＞。文部科学省はSSW活用事業の

実施に際して，平成20年12月に事例集10＞を刊行

し，SSWの周知に努めている。

　しかし，SSWの活動の位置づけや担当者の

資質について現時点では共通の認識が形成され

ていない7）。山下らは，SSWの基本的な役割を

子どもの利益を最優先にし，利用者主体の活動

を実施することと定義している11）が，利用者を

福祉制度などの社会資源につなぐことや，むし

ろ学校の側に立ち教職員の求めに応じて関係機

関をつなぐことなど，国内外で複数の考え方が

存在し実践されている11・12）。わが国においても，

利用者にとって地域によらず均質なサービスを

提供できるよう，SSWの全国的な展開に備え

てSSWを活用するための要件をまとめる必要

がある。

　東京都三鷹市（人口17万人）には公立小学校

15校，公立中学校7校がある。教育センターの

総合教育相談窓口に教育相談員を4人（18年

度），都費のSCとは別に，市内各公立学校に

市の予算にて雇用したSCを各校1名，計8名

を配置（1人で複数校担当）している。CDは

17年度に小中学校全校で指名を完了し，巡回発

達相談員が学校訪問している。

　三鷹市は，19年度の研究事業としてSSWの

配置を試行的に実施した。正式な職名は教育委

員会所属の教育相談員であり，職務の範囲すな

わちSSWが果たし得る役割について，　SSWと

して新たに成文化しなかった。勤務条件は，週

1日7．5時間勤務，報酬は時給換算で1，500円，

1人を公募した。

　筆頭著者（田代）は同事業に採用され活動す

る機会を得た。そこで今回，相談の利用状況を

集計し経験者としての視点で考察を行った。

1．方 法

　SSWの机は，教育委員会指導室（教育セン

ター内）に置かれた。相談を利用する具体的な

方法については，児童生徒および保護者からの

直接の申し込みが可能である旨，教育委員会よ

り校長二等の場で，説明と周知が図られた。

　本研究では，筆頭著者が在職中に使用した活

小児保健研究

動メモから次の8項目についてデータを集計し

た。相談記録とは異なるもので，勤務終一時に

児童生徒個人を特定し得る情報を削除してあ

る。

　なお，今回の研究にあたり，結果の発表につ

いて教育委員会の許諾を得た。

　①利用件数（事例数）

　②利用者の学校種別（小・中学校別）

　③依頼経路と依頼者

　④相談内容

　⑤　事例あたりの相談回数

　⑥相談の経過

　⑦相談にかかった時間と費用

　⑧稼働率
　上記のうち，⑦は各事例の相談に要した時間

を求め，時給をもとに費用を求めた。

　また，⑧の稼働率は以下の計算で求めた。

　　　　　実際の相談件数（のべ件数）
　稼動率＝　　　　　　　　　　　　　　×100

　　　　（※月4週勤務×12か月）×1日

　　　　あたり対応可能な件数（推計）

※採用時の雇用条件による。

皿．結 果

①　利用件数

　！7件の事例が，のべ36件（合計36回）の面接

を利用した（表1）。

②利用者の学校種別

　小学校16件（事例数17件のうち94％，以下同

じ），中学校1件であった。

③依頼経路と依頼者

　学校から総合教育相談窓ロへの相談を経て検

討の結果，学校からSSW宛て依頼のあったも

のが14件（82％），教育委員会指導室からの依

頼が2件，担任教師からの依頼が1件であった。

児童生徒および保護者からの依頼はなかった。

　すなわち，学校関係者が相談事例について教

育委員会に相談を行い，教育委員会が必要と判

断をした場合にSSWの活動が開始され，　SSW

からの呼びかけに応じて保護者（全例で母親）

が来談するという順序であった。
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④　相談内容

　SSWが相談を開始するにあたり教育委員会

および学校から各事例の相談の経緯について概

要の報告を受けたが，保護者から改めて相談内

容を聴取した。「教室で落ち着かない」など発

達障害等を主旨とした事例が12件（70％），不

登校を主旨とした事例が3件（18％），「保護者

自身から虐待を行っていると相談があった」な

ど虐待に関連した事例が2件（12％）あった。

⑤事例あたりの相談回数

　1回が7件（41％），2回が5件（29％），3

回が3件（18％）であった。17件の平均は2．1

回であった。

　支援会議を実施したのは2人であり，関わっ

た大人は平均4．3人であった（表1）。

⑥　相談の経過

　SSWが担当者として終結したものは1件で，

改めて学校での対応に引き継いだものが10件

（59％）あった。

　連携先は，特別支援学級（輝輝）が3件（18％），

医療機関，支援センターがそれぞれ2件（12％）

あった。医療機関と連携した事例について1件

は注意欠陥・持続性障害，1件は広汎性発達障

害の診断がなされた。

⑦相談にかかった時間と費用

　移動面接，記録作成，連絡の作業を合わせ

た相談1件あたりの時間と費用は，それぞれ平

均121．4分，3，034．3円であった。

⑧　稼働率

　前項より，仮にすべての相談を平均的な活動

時間で実施した場合，1日7．5時間の勤務で3．7

件，年間48日の勤務で178．5件に対応する計算

となる。実際の相談はのべ36件あったことから，

稼働率は20．2％であった。

】V…考 察

　SSWの制度化にあたっての課題を検討する

目的で，導入した自治体の取り組みについて資

料をもとに概観する試み2＞が行われている。本

稿では，SSWの活動状況を自治体の実施した

小児保健研究

研究事業に勤務した者の視点で検討した。結果

の考察とあわせて，今後各地域においてSSW

を活用するうえで参考になると考えた点を記

す。

①　利用件数について

　市内全域を対象とするSSWと総合教育相談

窓口を比較すると，総合教育相談窓口が19年

度に受け付けた新規の相談は174件13）であった。

SSWの利用実人数17件は，その9．8％に相当す

る。また，総合教育相談窓口の開設は年間約

290日であり担当者1人あたりの対応件数は431

件であった。

　SSWの相談件数は週1日という勤務日数を

考慮すれば必ずしも少なくなかったこと，事例

1件あたりの相談回数は多くなかったことが言

える。

②利用者の学校種別について

　事例の9割が小学生であった。同年度の三鷹

市の公立小学校在籍児童数は7，962人14｝である

から，利用者は全児童の0．2％に相当する。

　三鷹市では中学校にもSCおよびCDが配置

されており，利1用者が小学校に偏っていたのは

学校間で相談体制に差があるためとは考えにく

い。相談活動について客観的に評価するために

は，相談件数だけを見るのではなく相談内容と

あわせて検討する必要がある5）と考える。

③依頼経路について

　学校から総合教育相談窓口を経由したものが

全体の8割を占めていた。すでに学校での相談

活動が適切になされており，その中で一部の事

例についてSSWによる支援が要請されたもの

と考える。

　しかし，各相談担当職との業務分掌というこ

とであろうが，SSWの必要性が判断された基

準はSSW自身には明確ではなかった。子ども

の状態について支援の必要性を保護者に明確に

説明し，同意を得ることが子どもの支援を話し

合ううえで第一段階とされる15）。支援に関わる

情報を文書としてその都度記録し保管すること

は，子どもと保護者への説明責任であるととも

に，途中から支援に参加する者にとっても経過
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の把握を容易にすることと考える。

　また，SSWの活動の基本姿勢として，「自身

が答えを出すのではなく，困っている当事者・

関係者が自ら対処する能力を高めるよう支援を

行う立場」2＞というエンパワメントの考え方が

ある。そのためには，他者に困りごとを相談で

きる行動力を持った人を相談室で座して待つの

ではなく，SSWは巡回訪問を含め複数の相談

経路を確保するなど保護者や子どもたちからの

相談を積極的に受け，支援ニーズの掘り起こし

をする必要があろう。

④　相談内容について

　最も多かった事例は，小学生の児童について

発達障害が関連した相談が総合教育相談窓口

になされ，SSWの活動を要請されたもの11件

（65％）であった。不登校の3件も発達障害の

二次障害と推測できたことから最終的に相談事

例の88％が発達障害と何らかの関連があった。

　総合教育相談窓口では，平成17年度の新規

171件のうち最も多かったものは不登校69件

（40．4％）13）であった。同窓口では相談主旨分類

に発達障害を設けていないが，SSWにはとく

に発達障害の関連した事例での活動が求められ

たことがうかがえる。三鷹市では通学指導を利

用する小学校児童数が全児童数の1．6％と，東

京都全体の約2倍ある16）。学校関係者間で発達

障害への関心が高く，SSWへの依頼が多くなっ

た要因の一つと考える。山下らは，北米におけ

るSSWについて，全障害児教育法でSSWサー

ビスの提供が保障されていることから障害児支

援に要する活動がSSWの活動時間の7割を占

め，業務内容を制限している現状を指摘してい

るユ7）。わが国でも同様の状況を想定して，SSW

は発達障害と周辺領域に関しての知識を有して

いること9），地域の社会資源を熟知して関係者

との間に顔の見える関係を築き必要時に相談す

るなど即応性を確保するための取組みが必要と

考える。

　一方，児童虐待の相談は少なかった。学校が

すでに対応を行っており，SSWへ相談する機

会が少なかったと考える。しかし，SSWの役

割が明確に規定されていない現状7）を鑑み，虐

待事例への対応についてもSSWを組み込んだ
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指針の作成は急務と考える。

⑤事例あたりの相談回数について

　3回までの事例がおよそ9割とSSWの関わ

りは短期的なものであり，支援会議を開催でき

た事例はごく一部であった。

　今回，多くの事例は総合教育相談窓口を経由

しすでに各種相談担当職（就学相談教育相談

担当）およびSCや家庭支援：センター相談員が

関与していた。しかし，各職が一堂に会する機

会はふだんから規定されていなかった。それな

らばなおのこと関係者が情報を共有し各自の役

割を確認する場を設けるよう積極的に働きかけ

を行うべきであった。

⑥相談の経過について

　今回，6割の事例は在籍校での相談に戻って

いる。相談が学校に戻るにあたってSSWは，

担任，CDおよび養護教諭や管理職やSCに情

報提供を行った。そして，年度末には総合教育

相談窓口内で教育行政と教育支援・指導担当の

管理職に引き継ぎを行った。

　しかし，単年度の試行的な事業とはいえ，担

当者として個々の事例にどこまで関与するか明

確にできなかったと反省している。業務内容に

SSWとしての規定が設けられなかったことを

最大限に活用して，むしろ前例を作る気構えで

積極的に活動するべきであった。少なくとも任

期を満了する時点で「現在どうしているか」保

護者や教員から自発的に連絡が届くような関係

を培っておくべきであった。

　上原9）は，自らの活動を振り返り信頼関係の

構築などソーシャルワーカーとしての技能を日

ごろから発揮することの有効性をあげている。

一方，相談担当者が市1町村の職員の場合活動

のために外出するたびに出張手続きが必要とな

り，即応性の確保のために決裁が簡素になる職

位が必要という指摘6）がある。SSWを設置する

場合，身分と職務の規定を柔軟に検討する必要

があると考える。

⑦相談にかかった時間と費用について

　相談担当者の活動状況を評価する方法とし

て，たとえば時間ごとに具体的な業務の内容
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を記録する手法（タイムスタディ）18）が試みら

れている。今回，相談1回はおよそ2時間であっ

たが，対面での相談を直接的な活動とすると，

移動などの二丁的な活動に同程度の時聞を要す

ることが明らかになった。今回費用については

所要時間に一律に時給を宛てて計算したが，活

動内容を細分化し重み付けを行えば相談内容な

どの特徴を反映した費用の試算と，相談活動の

費用対効果を研究できるかもしれない。

⑧稼働率について

　全国各地のSSWの報酬は，時給換算で3，500

～5，000円の範囲となっており2），活動状況の評：

価に費用対効果の視点は欠かせない。今回，稼

働率は主に時間をもとに計算した。さまざまな

要因が考えられるものの，2割という値は，必

ずしも高いとは言えない。

　しかし，SSWの活動のうち，他機関との連

絡調整は担当者が経験を重ね信頼関係の構築

で最適化できる余地がある。間接的な活動は，

SSWの活動状況の指標であり，相談ネットワー

クの成熟の指標ともなり得る。今後SSWの導

入時には，相談件数と時間以外の指標をあわせ

て用いて活動状況を評価することで，相談体制

の充実に取り組むことが期待される。

付　記

　本報告の一部は第55回小児保健：学会（2008，札幌）

にて発表した。

　三鷹市では平成20年度から文部科学省の研究事業

により新たにSSWを設置している。本報告における

考察は著者個人の見解であり市および市教育委員会

の見解ではない。
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（Summary）

　　We　assessed　a　student　consultation　system　in－

volving　a　school　social　worker　（SSW）　working　as

a　contracted　employee　in　a　trial　civic　program；

based　on　the　author’s　experience，　several　proposals

for　future　improvements　to　the　system　were　made．

In　one　year，　17　cases　made　36　visits　to　the　SSW．

Of　them，　16　cases　（94％）　were　primary　school　stu一

dents．　ln　12　cases　（71％）　，　developmental　disabilities

seemed　to　be　related　to　the　complaints．　The　SSW

resolved　the　complaints　in　1　case　（50／o）．　When　the

caseload　was　calculated　as　the　index　of　activity　of

the　SSW，　a　value　of　200／o　was　obtained．　We　specu－

lated　that　the　use　of　an　SSW　as　a　social　resource　to

support　children　would　require　that　various　means

of　access　be　ensured，　that　regulations　regarding　job

roles　be　verified，　and　that　the　SSW　had　an　adequate

knowledge　of　developmental　disabilities．

（Key　words）

school　social　worker，　consultation，　collaboration
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